
富山市地域優良賃貸住宅整備基準 
 

第１章 総則 

 

（適用の範囲） 

第１条  富山市地域優良賃貸住宅制度要綱第１０条第４号に規定する地域優良賃貸住宅の整備

は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他建築関係法令及び関係通知に定めるもの

のほか、この基準の定めるところに従い、行わなければならない。 

 

（健全な地域社会の形成等） 

第２条 地域優良賃貸住宅は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考

慮して整備しなければならない。 

 

（良好な居住環境の確保） 

第３条 地域優良賃貸住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ入居者等にとって便利で快適

なものとなるように整備しなければならない。 

 

 

 

第２章 地域優良賃貸住宅（一般型） 

 

第１節 共同施設等 

（団地内道路） 

第４条 主要な団地内の道路（以下「団地内道路」という。）は、幅員６.５ｍ以上の団地外の一

般の交通の用に供する道路（団地の周辺の道路の状況によりやむを得ないときは、自動車の通

行に支障がない道路）に接続しなければならない。 

２  団地内道路は、幅員６ｍ（小区間で通行上支障がない場合は、４ｍ）以上とし、原則として

アスファルト舗装又はこれと同等以上の舗装とするほか、雨水等を排出するために有効な耐水

材料で構成された側溝又はこれに代わる排水設備を設けなければならない。 

 

（公園等） 

第５条 敷地の面積が０.３ヘクタール以上または戸数が５０戸以上の団地には、敷地の面積の１

００分の３以上の面積の公園等を設けなければならない。ただし、当該団地の周辺に利用可能

な規模の公園等がある場合においては、この限りでない。 

 

（駐車場） 

第６条 駐車場の台数については、次の各号について配慮すること。 

（１）敷地内に確保しなければならない駐車場の規模は、少なくとも住戸の数の２分の１に相当

する数の収容台数を有するものとすること。 

（２）敷地の形態、建築計画の技術的制約等により、敷地内に確保することが困難であると認め

られるときは、隣接地等に当該規模の駐車場を確保すること。 

２ 前項における駐車場の配置については、次の各号のとおりとなるよう配慮すること。 

（１）駐車場の位置、構造等は、騒音、排気ガス、眩光などにより敷地及び敷地周辺の居住環境



を著しく阻害することなく、かつ入居者等の安全が確保されるよう配慮すること。 

（２）屋外駐車場は、安全上及び防犯上支障のない範囲で周囲に生垣等を設け、出入口の数や位

置を工夫するなど、景観に与える影響を軽減するよう配慮すること。 

（３）屋外駐車場は、無機質な景観とならないよう、できる限り緑化するよう配慮する。舗装は

できるかぎり自然素材や落ち着いた色調のものとすること。 

 

（位置） 

第７条 建築物の配置については、次の各号について配慮しなくてはならない。 

（１）地域の特性に応じて、地域に親しまれている山なみや丘陵等を遮らないようにするととも

に、地形の大幅な改変などにより、自然景観を損なわないよう配慮すること。 

（２）周辺のまち並みと調和を図るため、道路境界からの壁面を揃えるなど周囲と調和した位置

になるよう配慮すること。 

２ 前項の前面道路に面する壁面については、原則１ｍ以上後退した位置とすることを遵守しな

くてはならない。ただし、道路境界から壁面の位置が揃っているまち並みでは、壁面の連続性

に配慮した位置とするものとする。 

 

（形態・意匠） 

第８条 建築物の形態・意匠については、次の各号について配慮しなくてはならない。 

（１）計画地周辺のまち並みや自然環境等と調和した形態・意匠に配慮すること。 

（２）建築物の形態・意匠、付属設備等は、建築物が全体的に統一感のあるものになるよう配慮

すること。 

（３）地域の特性を生かすなど、多様な感性や発想によって表情豊かな景観を創出するよう形態・

意匠に配慮すること。 

 

（色彩） 

第９条 建築物の色彩については、次の各号について配慮しなくてはならない。 

（１）外壁や屋根の色彩は、基調色の彩度を抑え、色相の組み合わせなどを工夫するほか、四季

を通じて周辺のまち並みや自然景観等と調和するよう配慮すること。 

（２）計画地に複数の建築物がある時は、全体的に統一感のある色彩に配慮するとともに、建築

物に付属する設備機器や屋外広告物、付属工作物等の色彩は、建築物本体の色彩と調和する

よう配慮すること。 

（３）周辺のまち並みや自然環境等と調和を図りながら、表情豊かな景観を創出する色彩の使用

に配慮すること。 

 

（素材） 

第１０条 建築物の素材については、次の各号について配慮しなくてはならない。 

（１）経年変化による汚れ、破損等を配慮して、景観の質が低下しにくい素材を使用するよう配

慮すること。 

（２）素材の選定・使用にあたって住宅地周辺や自然環境に恵まれた地域において反射性を抑え

た素材を使用するなど、周辺のまち並みや自然景観等との調和に配慮すること。 

 

（敷地の緑化） 

第１１条 敷地内の緑化については、次の各号について遵守しなくてはならない。 

（１）供給地域が、富山市まちなか居住推進事業制度要綱（以下「まちなか制度要綱」という。)



第２条で定めるまちなかの区域である場合は次に掲げることを遵守すること。 

ア 緑化面積は敷地面積の１００分の５以上を確保すること。 

イ 敷地面積の１００分の２以上の緑化面積については、接道部などに重点を置いた配置と

すること。 

ウ まちなか制度要綱第７条第２項第２号に規定する敷地内緑化基準を満たすこと。 

エ 上記アからウの規定については、まちなか制度要綱第７条第２項第１号に規定する、ま

ちなか居住環境指針（高さ指針）（１）に定める中心ゾーンにおいては、適用しない。 

（２）供給地域が、富山市公共交通沿線居住推進事業制度要綱（以下、「公共交通沿線制度要綱」

という。）第２条で定める公共交通沿線居住推進補助対象地区である場合は次に掲げること

を遵守すること。 

 ア 緑化面積は敷地面積の１００分の１０以上を確保すること。 

 イ 敷地面積の１００分の５以上の緑化面積については、接道部などに重点を置いた配置

とすること。 

 ウ 公共交通沿線制度要綱第７条第２項第２号に規定する敷地内緑化基準を満たすこと。 

２ 前項における緑化計画については、次の各号のとおりとなるよう配慮すること。 

（１）敷地内は、周辺の景観と調和する樹種等で、できる限り緑化するよう配慮すること。 

（２）道路等の公共空間に面する部分は、まち並みにうるおいを与えるよう緑化に配慮するとと

もに、隣接地も周辺状況と合わせた緑化に配慮すること。 

 

（夜間景観の演出） 

第１２条 計画敷地および建築物について、ライトアップ等の夜間照明による夜間景観の演出に

配慮すること。 

 

（まち並みと調和した高さ） 

第１３条 建築物の高さについては、次の各号について遵守しなくてはならない。 

（１）供給地域が、まちなかの区域である場合は、まちなか制度要綱で定める、まちなか居住環

境指針（高さ指針）によるものとする。 

（２）供給地域が、公共交通沿線居住推進補助対象地区である場合は、公共交通沿線制度要綱第

７条第２項第１号に規定する、公共交通沿線居住環境指針（高さ指針）によるものとする。 

 

（空地の確保） 

第１４条 敷地内の空地を確保するため、敷地面積を１とし、建築基準法第５３条の規定による

建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に１０分の１を加えた数値以上を確

保すること。 

 

（駐輪場） 

第１５条 敷地内には、住戸の戸数に相当する台数の駐輪場の設置を遵守しなくてはならない。 

 

（ごみ集積場） 

第１６条 ごみ集積場については、次の各号について遵守しなくてはならない。 

（１）ごみ集積場は、敷地内に設けるとともに、その位置、規模及び構造等については、市の環

境センターと協議すること。 

（２）ごみ集積場には給排水設備を設置すること。 

２ 前項におけるごみ集積場については、植栽等で遮へいし、出入口を目立たない位置に設ける



など、周囲の道路から見えにくくすること等の配慮をおこなうこと。 

 

（付帯施設等） 

第１７条 住棟その他の建築物に附帯する通路は､原則として､段差のないものとしなければな

らない｡ただし､高低差が生じる場合は高齢者､身体障害者等の通行の安全に配慮した形状、寸

法のスロープを設置しなければならない｡ 

 

 

第２節 住棟及び住宅 

（共用廊下） 

第１８条 廊下の幅は、片廊下型の住棟にあっては１.２ｍ以上、中廊下型の住棟にあっては１.

８ｍ以上としなければならない。 

 

（階段） 

第１９条 階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表に掲げるとこ

ろによらなければならない。ただし、屋上又は直上階のみに通ずる共用階段及びその踊り場の

幅は、８５ｃｍ以上とすることができる。 

 

２  地上階数が３以上の住宅を有する建築物の各階から避難階に通ずる直通階段は、住宅と住宅

以外の部分で兼用するものであってはならない。ただし、安全上及び利用上支障のない場合に

おいては、この限りでない。 

３ 高齢者､身体障害者等の通行の安全に配慮し､手すりを設けなければならない｡ 

 

（エレベーター） 

第２０条 地上階数４以上の住宅には、エレベーターを設けなければならない。また、それ以下

の場合についても極力設置するよう努めなければならない。 

 

（併存住宅） 

第２１条 事務所、店舗その他これらに類するものの用途に供する部分が住宅と併存する建築物

にあっては、その用途が住宅又は周囲の居住者に風致上、安全上及び衛生上又は生活環境を維

持する上に悪影響を及ぼすおそれのないものでなければならない。 

 

（住宅の規模及び構造） 

第２２条 住戸の床は、原則として段差のない構造のものとしなければならない。 

２ 居住室の天井の高さは、２.３ｍ以上としなければならない。 

３ 住戸数は、１０戸以上（まちなかの区域では５戸以上）とすること。 

４ 各住戸が床面積５５㎡以上１２５㎡以下であり、かつ２以上の居住室を有するものとしなく

てはならない。 

区 分 
階段及びその踊り場の幅 

（単位 ｃｍ） 

けあげの寸法 

（単位 ｃｍ） 

踏面の寸法 

（単位 ｃｍ） 

共
用
階
段 

階段室型住棟階段 １００ 以上 ２０ 以下 ２４ 以上 

廊下型住棟屋内階段 １２０ 以上 ２０ 以下 ２４ 以上 

廊下型住棟屋外階段 ９０ 以上 ２０ 以下 ２４ 以上 

住戸内階段 ７５ 以上 ２２ 以上 １８ 以上 



５ 住戸内に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えるほか、各戸に１㎡以上の

物置を設置しなければならない。 

６ 次の各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくてはならない。 

（１）建築基準法第２条第９号の２イ（１）に掲げる基準に該当する住宅（耐火構造） 

（２）建築基準法第２条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該当する住宅、又はこれに準ずる

耐火性能を有する構造として、次のアからエまでに掲げる基準に該当する住宅 

ア 外壁及び軒裏が、建築基準法第２条第８号に規定する防火構造であること。 

イ 屋根が、建築基準法施行令第１３６条の２の２第１号及び第２号に掲げる技術的基準に

適合するものであること。 

ウ 天井及び壁の屋内に面する部分が、通常の火災時の加熱に１５分間以上耐える性能を有

するものであること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。 

（３）防火上及び避難上支障がないものとして市長が認める構造の住宅 

 

（敷地面積） 

第２３条 以下の各号に応じて、敷地面積を基準以上としなくてはならない。 

（１）供給地域が、まちなかの区域の場合は、敷地面積が２００㎡以上であること。 

（２）供給地域が、公共交通沿線居住推進補助対象地区の場合は、敷地面積が３００㎡以上であ

ること。 

 

（住宅の性能） 

第２４条 次の各号に掲げる基準に適合しなくてはならない。 

（１）日本住宅性能基準（劣化対策等級３-１）等級２に適合していること。 

（２）日本住宅性能基準（維持管理対策等級４-１、４-２）等級２に適合していること。 

（３）日本住宅性能基準（断熱等性能等級５-１及び一次エネルギー消費量等級５－２）等級４に

適合していること。 

（４）日本住宅性能基準（高齢者等配慮対策等級９-１、９-２）等級２に適合していること。 

 

 

 

第３章 地域優良賃貸住宅（高齢者型） 

 

 

第１節 共同施設等 

（団地内道路） 

第２５条 主要な団地内の道路（以下「団地内道路」という。）は、幅員６.５ｍ以上の団地外の

一般の交通の用に供する道路（団地の周辺の道路の状況によりやむを得ないときは、自動車の

通行に支障がない道路）に接続しなければならない。 

２  団地内道路は、幅員６ｍメ（小区間で通行上支障がない場合は、４ｍ）以上とし、原則とし

てアスファルト舗装又はこれと同等以上の舗装とするほか、雨水等を排出するために有効な耐水

材料で構成された側溝又はこれに代わる排水設備を設けなければならない。 

 

（公園等） 

第２６条 敷地の面積が０.３ヘクタール以上の団地には、敷地の面積の１００分の３以上の面積



の公園等を設けなければならない。ただし、当該団地の周辺に利用可能な規模の公園等がある

場合においては、この限りでない。 

 

（駐車場） 

第２７条 駐車場は、居住者の自動車の保有率及び外来者の自動車の利用率を考慮して、利用上

適正な規模となるよう配慮すること。 

２ 前項における駐車場の配置については、次の各号のとおりとなるよう配慮すること。 

（１）駐車場の位置、構造等は、騒音、排気ガス、舷光等により団地の居住環境を著しく阻害す

ることなく、かつ入居者等の安全が確保されるよう配慮すること。 

（２）屋外駐車場は、安全上及び防犯上支障のない範囲で周囲に生垣等を設け、出入口の数や位

置を工夫するなど、景観に与える影響を軽減するよう配慮すること。 

（３）屋外駐車場は、無機質な景観とならないよう、できる限り緑化するよう配慮する。舗装は

できるかぎり自然素材や落ち着いた色調のものとすること。 

 

（位置） 

第２８条 建築物の配置については、次の各号について配慮しなくてはならない 

（１）地域の特性に応じて、地域に親しまれている山なみや丘陵等を遮らないようにするととも

に、地形の大幅な改変などにより、自然景観を損なわないよう配慮すること。 

（２）周辺のまち並みと調和を図るため、道路境界からの壁面を揃えるなど周囲と調和した位置

になるよう配慮すること。 

２ 前項の前面道路に面する壁面については、原則１ｍ以上後退した位置とすることを遵守しな

くてはならない。ただし、道路境界から壁面の位置が揃っているまち並みでは、壁面の連続性

に配慮した位置とするものとする。 

 

（形態・意匠） 

第２９条 建築物の形態・意匠については、次の各号について配慮しなくてはならない。 

（１）計画地周辺のまち並みや自然環境等と調和した形態・意匠に配慮すること。 

（２）建築物の形態・意匠、付属設備等は、建築物が全体的に統一感のあるものになるよう配慮

すること。 

（３）地域の特性を生かすなど、多様な感性や発想によって表情豊かな景観を創出するよう形態・

意匠に配慮すること。 

 

（色彩） 

第３０条 建築物の色彩については、次の各号について配慮しなくてはならない。 

（１）外壁や屋根の色彩は、基調色の彩度を抑え、色相の組み合わせなどを工夫するほか、四季

を通じて周辺のまち並みや自然景観等と調和するよう配慮すること。 

（２）計画地に複数の建築物がある時は、全体的に統一感のある色彩に配慮するとともに、建築

物に付属する設備機器や屋外広告物、付属工作物等の色彩は、建築物本体の色彩と調和する

よう配慮すること。 

（３）周辺のまち並みや自然環境等と調和を図りながら、表情豊かな景観を創出する色彩の使用

に配慮すること。 

 

（素材） 

第３１条 建築物の素材については、次の各号について配慮しなくてはならない。 



（１）経年変化による汚れ、破損等を配慮して、景観の質が低下しにくい素材を使用するよう配

慮すること。 

（２）素材の選定・使用にあたって住宅地周辺や自然環境に恵まれた地域において反射性を抑え

た素材を使用するなど、周辺のまち並みや自然景観等との調和に配慮すること。 

 

（敷地の緑化） 

第３２条 敷地内の緑化については、次の各号に応じて遵守しなくてはならない。 

（１） 供給地域が、まちなかである区域の場合は次に掲げることを遵守すること。 

ア 緑化面積は敷地面積の１００分の５以上を確保すること。 

イ 敷地面積の１００分の２以上の緑化面積については、接道部などに重点を置いた配置と

すること。 

ウ まちなか制度要綱第７条第２項第２号に規定する敷地内緑化基準を満たすこと。 

エ 上記アからウの規定については、まちなか制度要綱第７条第２項第１号に規定する、ま

ちなか居住環境指針（高さ指針）（１）に定める中心ゾーンにおいては、適用しない。 

（２）供給地域が、公共交通沿線居住推進補助対象地区である場合は次に掲げることを遵守する

こと。 

 ア 緑化面積は敷地面積の１００分の１０以上を確保すること。 

 イ 敷地面積の１００分の５以上の緑化面積については、接道部などに重点を置いた配置

とすること。 

 ウ 公共交通沿線制度要綱第７条第２項第２号に規定する敷地内緑化基準を満たすこと。 

２ 前項における緑化計画については、次の各号のとおりとなるよう配慮すること。 

（１）敷地内は、周辺の景観と調和する樹種等で、できる限り緑化するよう配慮すること。 

（２）道路等の公共空間に面する部分は、まち並みにうるおいを与えるよう緑化に配慮するとと

もに、隣接地も周辺状況と合わせた緑化に配慮すること。 

 

（夜間景観の演出） 

第３３条 計画敷地および建築物について、ライトアップ等の夜間照明による夜間景観の演出に

配慮すること。 

 

（まち並みと調和した高さ） 

第３４条 建築物の高さについては、次の各号について遵守しなくてはならない。 

（１）供給地域が、まちなかの区域である場合は、まちなか制度要綱で定める、まちなか居住環

境指針（高さ指針）によるものとする。 

（２）供給地域が、公共交通沿線居住推進補助対象地区である場合は、公共交通沿線制度要綱で

定める、公共交通沿線居住環境指針（高さ指針）によるものとする。 

 

（空地の確保） 

第３５条 敷地内の空地を確保するため、敷地面積を１とし、建築基準法第５３条の規定による

建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に１０分の１を加えた数値以上を確

保すること。 

 

（駐輪場） 

第３６条 敷地内には、住戸の戸数に相当する台数の駐輪場の設置を配慮しなくてはならない。 

 



（ごみ集積場） 

第３７条 ごみ集積場については、次の各号について遵守しなくてはならない。 

（１）ごみ集積場は、敷地内に設けるとともに、その位置、規模及び構造等については、市の環

境センターと協議すること。 

（２）ごみ集積場には給排水設備を設置すること。 

２ 前項におけるごみ集積場については、植栽等で遮へいし、出入口を目立たない位置に設ける

など、周囲の道路から見えにくくすること等の配慮をおこなうこと。 

 

（付帯施設等） 

第３８条 住棟その他の建築物に附帯する通路は､原則として､段差のないものとしなければな

らない｡ただし､高低差が生じる場合は高齢者､身体障害者等の通行の安全に配慮した形状、寸

法のスロープを設置しなければならない｡ 

 

 

第２節 住棟及び住宅 

 

（サービス付き高齢者向け住宅） 

第３９条 当該建築物に関して、高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条によるサービス付

き高齢者向け住宅の登録を受けていること。 

 

（共用廊下） 

第４０条 廊下の幅は、片廊下型の住棟にあっては１.２ｍ以上、中廊下型の住棟にあっては１.

８ｍ以上としなければならない。 

 

（階段） 

第４１条 階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表に掲げるとこ

ろによらなければならない。ただし、屋上又は直上階のみに通ずる共用階段及びその踊り場の

幅は、８５ｃｍ以上とすることができる。 

 

２  地上階数が３以上の住宅を有する建築物の各階から避難階に通ずる直通階段は、住宅と住宅

以外の部分で兼用するものであってはならない。ただし、安全上及び利用上支障のない場合に

おいては、この限りでない。 

 

（エレベーター） 

第４２条 地上階数２以上の住宅には、エレベーターを設けなければならない。 

 

（併存住宅） 

第４３条 事務所、店舗その他これらに類するものの用途に供する部分が住宅と併存する建築物

区 分 
階段及びその踊り場の幅 

（単位 ｃｍ） 

けあげの寸法 

（単位 ｃｍ） 

踏面の寸法 

（単位 ｃｍ） 

共
用
階
段 

階段室型住棟階段 １００ 以上 ２０ 以下 ２４ 以上 

廊下型住棟屋内階段 １２０ 以上 ２０ 以下 ２４ 以上 

廊下型住棟屋外階段 ９０ 以上 ２０ 以下 ２４ 以上 

住戸内階段 ７５ 以上 ２２ 以上 １８ 以上 



にあっては、その用途が住宅又は周囲の居住者に風致上、安全上及び衛生上又は生活環境を維

持する上に悪影響を及ぼすおそれのないものでなければならない。 

 

（住宅の規模及び構造） 

第４４条 住戸の床は、原則として段差のない構造のものとしなければならない。 

２ 居住室の天井の高さは、２.３ｍ以上としなければならない。 

３ 住戸数は５戸以上で３５戸以下とすること。 

４ 各住戸が床面積４０㎡以上の面積を有すること。 

５ 住戸内に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えること。 

６ 次の各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくてはならない。 

（１）建築基準法第２条第９号の２イ（１）に掲げる基準に該当する住宅（耐火構造） 

（２）建築基準法第２条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該当する住宅、又はこれに準ずる

耐火性能を有する構造として、次のアからエまでに掲げる基準に該当する住宅 

ア 外壁及び軒裏が、建築基準法第２条第８号に規定する防火構造であること。 

イ 屋根が、建築基準法施行令第１３６条の２の２第１号及び第２号に掲げる技術的基準に

適合するものであること。 

ウ 天井及び壁の屋内に面する部分が、通常の火災時の加熱に１５分間以上耐える性能を有

するものであること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。 

（３）防火上及び避難上支障がないものとして市長が認める構造の住宅 

７ 食事の提供に関するサービスを行い、入居者の３分の１以上の人数が同時に共同して利用で

きる食堂を設けること。 

 

（敷地面積） 

第４５条 以下の各号に応じて、敷地面積を以下の面積以上としなくてはならない。 

（１）供給地域が、まちなかの区域の場合は、敷地面積が２００㎡以上であること。 

（２）供給地域が、公共交通沿線居住推進補助対象地区の場合は、敷地面積が３００㎡以上であ

ること。 

 

（住宅の性能） 

第４６条 次の各号に掲げる基準に適合しなくてはならない。 

（１）日本住宅性能基準（劣化対策等級３-１）等級２に適合していること。 

（２）日本住宅性能基準（維持管理対策等級４-１、４-２）等級２に適合していること。 

（３）日本住宅性能基準（断熱等性能等級５-１及び一次エネルギー消費量等級５－２）等級４に

適合していること。 

 

 

 

第４章 補則 

 

（紛争の自主解決） 

第４７条 建設に関し紛争が生じたときは､誠意をもって自主的に解決しなければならない｡ 

 

（細目） 



第４８条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

 

附 則 

この基準は、平成２０年１月１日から施行する。 

附 則 

１ この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２４年３月３１日までに改正前の地域優良賃貸住宅（一般型）に該当していたものに

ついては、改正後の富山市地域優良賃貸住宅整備基準の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ 平成２４年３月３１日までに改正前の地域優良賃貸住宅（高齢者型）に該当していたもの

については、改正後の富山市地域優良賃貸住宅整備基準の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 


